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目黒区立第九中学校高橋秀一副校長の懲戒処分要望書 

 

 新聞報道(後添)でもご承知の通り、２０２０年７月８日、目黒区立第九中学

校(以下「目黒九中」)近くで、印刷物(後添)を配布していた高校生(以下「I

君」)が、目黒九中の高橋秀一副校長により、私人逮捕され、碑文谷警察署に

２１日間勾留されました。 

 この件について、目黒の教育を考える有志の集まりである当会は、９月１日

に目黒九中片柳校長、９月１０日に目黒区教育委員会に質問状を提出し、いず

れも後日、回答を得ました。 

 目黒区教育委員会によると、「公道上で印刷物を配布する表現の自由と生徒

たちが印刷物をもらう知る権利はある」、「高橋副校長の行為が私人逮捕である

ことと勾留は警察が決めたことで驚いている」、「逮捕時の動画映像の高橋副校

長の態度について『“生徒の通学の安全を守る”という公務を逸脱している』

という皆さんの感想は認識している。副校長に注意はしたが、処分の権限は都

教育委員会にある。」ということでした。 

 これも踏まえて、下記の理由により、高橋秀一副校長の懲戒処分を要望しま

す。 

３月１５日までに、書面にてご回答ください。 

 

 

記 

 

1．理由の第一としては、高橋副校長のＩ君への著しい人権侵害です。 

Ｉ君に対して、「自分の姿を鏡で見てみろよなあ、まったく情けない」という

発言をはじめとする同副校長の一連の言動は、公務中の公立中学校副校長と

して、ふさわしいとは到底いえないものです。 

(YouTube：１２万５千回再生「目黒区立第九中学校高橋副校長によるビラ

まき高校生逮捕の現場映像」参照) 

また、Ｉ君のスマートフォンに自らぶつかり、暴行、公務執行妨害という罪

をつくりあげ、高校生を２１日間も勾留させた責任は重大です。 

これらは、貴教育委員会の基本方針である“人権尊重の育成”をする立場の



者として許されない行為です。 

 

2．理由の第二としては、学校から５０メートルも離れた公道での印刷物配布に

ついて、高橋副校長が行った妨害は、憲法２５条で保障された「表現の自由」

を侵害しています。 

また、同時に、目黒九中の生徒の「知る権利」を妨害したことになり、公務

の名を借りた、行き過ぎた行為であることは明らかです。 

これも貴教育委員会の基本方針である「生徒たちの豊かな個性と想像力の伸

長」を阻んだ行為です。 

 

3．さらに、２０２０年９月２５日、東京地方検察庁は、Ｉ君の「公務執行妨害

容疑」について、起訴猶予でもない「不起訴処分」を決定しました。 

これは、I君は高橋副校長の公務の妨害を一切していないということです。 

 

 

以上の理由で、このような人物を教育現場に放置しておくことなく、迅速に懲

戒処分にすることが、貴教育委員会の責務です。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇2020年７月 18日付東京新聞記事 



 
〇I君が配布したチラシ 



 


